
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物愛護だより  

群馬県動物愛護センター広報誌 2026年 3月発行 

vol.１２ 

平成２７年に開所した群馬県動物愛護センター（以下センター）は、令和７年７月で１０周年を迎

えました。センターでは、犬猫の飼い方指導・相談、動物愛護の普及啓発、迷い子になった犬の収容

（保護）、犬猫譲渡など様々な業務を行っております。 

本号では、センターの取組や動物愛護の現状について、皆様に一層知っていただくため、これまで

の１０年間を様々なデータで振り返ります。 

群馬県動物愛護センター 開所１０周年号 

迷子になった犬は、センターが収容（保護）しています。センターに収容された犬を飼い主のも

とに返すことを返還といいます。返還率は上昇傾向にありますが、収容された犬の多くは所有者明

示をしておらず、飼い主が迎えに来るのを待つしかありません。 

返還にならなかった犬は、譲渡適性を判断し、適性のある犬については新たな飼い主を探します。 

 

迷い子になった犬の収容・返還について 

万が一、飼い犬が迷子になっても、「所有者明示」

をしておけば、飼い主に戻る確率が高くなります。 

犬の場合、狂犬病予防法で義務付けられている

鑑札や注射済票の装着が所有者明示になります。 

また、マイクロチップの装着・データベースへの

登録をするとより効果的です。 

（市町村によっては、マイクロチップを狂犬病予

防法で規定する鑑札とみなせる場合があります。）  

動物愛護管理法（動物の愛護及び管理に関す

る法律）において、飼い主には、動物が命を終え

るまで適切に飼養する「終生飼養」の責任が定め

られています。 

このためセンターでは、飼い続けることがで

きないと相談してきた飼い主に対し、終生飼養

に向けて飼育方法の助言指導を行うとともに、

新しい飼い主を見つけるよう促しています。 

飼い主がそのような取り組みをしても、どこ

にも行き場がないという場合に限り、センター

では引取りを行っています。 

 

 

 

飼い犬の引取りについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬・猫の譲渡について 

これまでに、４,００９頭の犬・猫たちが新しい家族のもとで幸せに暮らすことができました

（Ｒ6 年度末現在）。譲渡数はここ数年減少していますが、保護・収容した犬・猫のうち、譲渡

できた割合を示す譲渡率は、センター開所時に比べて高い割合を維持しています。

 

犬の譲渡数・譲渡率

（犬） 

猫の譲渡数・譲渡率 

センターで保護・収容した犬・猫たちは、一定の 

要件を満たして登録となった譲渡希望者や動物愛護 

団体※に譲渡されています。近年は、動物愛護団体に 

譲渡されることが多くなっています。 

譲渡についての詳細は、センターのホームページ 

をご覧ください。 

※登録団体数：１３団体 
（令和８年１月現在） 

犬猫譲渡先の推移 

殺処分について 

殺処分数は減少傾向にあります。一方で、重度の疾患がある、人に対する攻撃性がある等の理由

により、新たな飼い主に譲渡することが困難である犬や猫は、安楽死処分の対象になっています。 

なお、猫については、殺処分の多くが哺乳期の子猫です。 
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１頭でも多くの犬、猫の命を救うためには、飼い主が最後まで責任を持って飼う、終生飼養を徹

底していただくことが重要です。また、飼い犬がセンターに収容とならないように、逸走防止の徹

底と所有者明示をしておくことも大切です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物愛護管理法について 

 

動物愛護を取り巻く環境の変化から、令和元年に動物の愛護及び管理に関する法律（動物愛護

管理法）が改正となり、改正内容が順次施行されました。 

この法改正により、犬や猫など動物はより適切な取り扱いが求められるようになりました。 

これらの内容のうち、飼い主だけでなく、すべての方に知っておいて欲しい重要な事項につい 

てあらためてお伝えします。 

ので、あらためて説明します。 

１．マイクロチップの義務化 

令和４年 6 月 1 日施行の改正動物愛護法により、ブリーダーやペットショップが販売する犬猫

は、マイクロチップ装着と環境省データベースへの登録が義務化されました。また、これらの犬

猫を購入した飼い主には、データベースの情報を変更登録することが義務付けられました。 

なお、販売される犬猫以外は、マイクロチップの装着が努力義務になっていますが、マイクロ

チップを装着した場合には、飼い主情報をデータベースに登録しなければなりません。 

マイクロチップ装着・登録の検討を! 

マイクロチップは、ごく小さな電子タグです。専用の機械（リーダー）をかざすと、 

15 桁の数字を読み取れるもので、動物病院等で首の後ろの皮下に埋め込みます。 

  体内に装着するため、万が一迷子になった時はマイクロチップが効果を発揮します。 

マイクロチップの詳細はこちらから 

 

 「この番号の犬は私の犬です」と登録しなければ、マイク

ロチップはただの番号のままです。必ず環境省のデータベー

スに飼い主の情報を登録しましょう。 

 また、専用の機械（リーダー）が無ければ読み取れない 

ことと、マイクロチップが入っているかどうか外見では 

分からないことも、注意点です。したがって、迷子札などと

併用するとより安心です。 

マイクロチップの注意点 

２．遺棄虐待に対する罰則強化 

犬や猫などの愛護動物を虐待したり捨てる（遺棄する）ことは犯罪です。 

法改正により遺棄・虐待は「1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金」となり、みだり

な殺傷は「5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金」に厳罰化されています。 

３．動物取扱業の規制強化 

動物取扱責任者の資格要件がより適正化され、第一種動物取扱業者が遵守すべき飼養管理方法

が具体的になるなど、動物取扱業の規制強化が行われました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡犬について 

 

これまでに譲渡した犬の年齢について 

センターからの譲渡を申込みされる方は、子犬 

を希望する場合が多いですが、最近は譲渡した犬の 

ほとんどが成犬です。 

センターが譲渡した犬のうち、７才以上は６２％（Ｒ

6 年度）であり、その多くを動物愛護団体に譲渡しま

した。 

成犬には 
こんないいところもあるんです！ 

やんちゃな子犬よりも

落ち着きがあります。 

一緒にゆったりとした

時間が過ごせます。 

体の大きさが 

わかっています。 

だいたいの性格が 

わかっているので、 

自分に合った性格 

の子を迎えられます。 

最初はなつかなくても、

時間をかけて心をひら

いてくれた時の喜びが

あります。 

シニア犬も選択肢としてご検討いただけませんか 

僕たちに残された時間は、あと数年かもしれませんが、そのひとときだけ 

でも、優しい飼い主のもとで、ゆったりと暮らしたいです。 

穏やかに散歩をして、やわらかめの食事をいただけると幸いです。 

安心して眠りたい、というのが僕たちシニア犬のささやかな願いです。 

どなたか共に穏やかで温かな時間を過ごしていただけないでしょうか。 

譲渡前講習について 

家族の一員として終生飼養していただ

くために必要なルールやマナー、犬猫の習

性や病気のこと、犬猫に関係する法令につ

いて基本的なことを学んでもらいます。 

ホームページやお電話でご確認の上、事

前にお申し込みください。 

 

  

 

センターでは、動物たちに使うバスタオルや新聞紙 
等の寄付を受け付けております。 
ご協力をお願いいたします。 

飼い主募集中の犬猫情報 随時更新しています♪ 
 →https://www.pref.gunma.jp/soshiki/86/ 

お問い合わせ 

群馬県動物愛護センター 

 佐波郡玉村町樋越 305－7 

 TEL:0270－75－1718 

 受付：8 時 30 分～17 時 15 分(平日) 


